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前回官⺠協議会以降の経済産業省における取組

＜取組１＞国内取引の実態調査
国内の象⽛製品の規制や効果的な運⽤の在り⽅について検討を⾏うべく、国内象⽛市場における取引や事業者の実態を
調査。

特別国際種事業者の業態や主な取扱商品、象⽛製品の売り上げ額や従業員など、報告徴収では提出義務のない要件
を中⼼に、令和７年度に調査を実施し、⼀部の特別国際種事業者の動向を把握。

＜取組２＞取引確認書のルール作り
東京都が既に取り組んでいる、外国人向け象⽛製品等の海外持ち出し禁止にかかる確認署名について、令和7年10月より
対応地域を拡大し全国的に求める取組を開始。
また、今後の活⽤に向けて当省HP（特別国際種事業（ぞう科の牙及びその加工品）について（METI/経済産業
省））でも公表中。）

＜取組３＞違法取引の監視強化
⽴⼊検査の対象者の選定⽅法を⾒直し、リスクの⾼い事業者を中⼼に⽴⼊検査を実施
法令違反の発⽣に伴い、法令遵守徹底の注意喚起⽂を特別国際種事業者の約8,900事業所に発出。HPでも公表中。

• 平成４年の種の保存法制定以来、象⽛製品等の取引の限定、取引管理の厳格化等を進めてきた。

• 違法な海外持出など⽇本市場が違法象⽛の隠れ蓑になること等の懸念の払拭や、インターネット取引における誤認惹起⾏為
（象⽛を「象⽛風」等に偽って販売）等防止に向け、経済産業省では、毎年実施している報告徴収に加えて、象牙製品等の
取引の一層の適正化の観点から、①特別国際種事業者の国内取引の実態調査、②全国的な象牙製品等の取引確認書
のルール作り、③違法取引の監視強化について取組を実施。
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2025年６月４⽇、有限会社醍醐象⽛店（所在地︓埼⽟県草加市、特別国際種事業者登録番号:00487）及び関係者が、不正競
争防止法違反（象⽛製品の誤認惹起⾏為）及び種の保存法違反（全形を保持していない象⽛の管理票作成義務違反）の疑いで警視庁
により検挙される事案が発⽣。
当該検挙事案について、経済産業省と環境省は、プレスリリースを同時発表するとともに、経産省公式「Ｘ」においても発信す
ることで注意喚起を実施。
併せて、全特別国際種事業者に対し、経済産業省及び環境省名で厳格な管理を求める⽂書を発出。

特別国際種事業者にかかる検挙事案①

法令遵守の徹底を求める⽂書
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2026年２月２⽇、竹前直人（居住地︓⻑野県上⾼井郡、特別国際種事業者番号︓06286）、折⾒将治（居住地︓広島県呉市、特別
国際種事業者番号︓05936）ほか1名）が、種の保存法違反（象⽛全形⽛の譲渡し等の禁止違反等）の疑いで警視庁により検挙。
同様に、環境省と同時発表の形でプレスリリースを発出するとともに、経産省公式「Ｘ」においても発信。

特別国際種事業者にかかる検挙事案②
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